
令和 5年度 第 2回 オープンミーティング 議事録 

開催日時 令和 5年 11月 9日（木） 9：30～10：30 

開催場所 上尾市立尾山台小学校 図書室 

出席者 校長、教頭、長屋会長、他 15名  （議事録作成：ファラシルヴァニー） 

議題 1） PTA会費の見直しについて 

2） PTA会則の変更について（議決方法の変更） 

3） 上記 2点についてグループ討論・意見発表 

4） 会長、校長より終わりのことば 

討議内容 1） PTA会費の見直しについて 

 ・現在、PTA会費を一律に支払っていただいている中、役員、係等にご家庭の事情等でご

協力いただけないご家庭がおられる。どのようにしていけば平等にしていくことができるの

か、三役会で議論を重ねてきた結果、会費の一部変更案が出て検討している。 

例）納金 

三役会にていろいろな観点から配慮し、ご家庭の事情等によりご協力が困難と認められた

場合、年会の PTA会費に加え、1000円を学校協力費として納めていただくことで活動を免

除にする（金額は暫定的な提案）という案が出ている。 

 

2） PTA会則の変更について（議決方法の変更） 

 ・本来、ＰＴＡ会則変更を行う際は臨時総会を開き、決議をとるが、現状都度の開催は難し

く、多くの方にご出席していただくことも難しい状況である。 

そこで LINE WORKSを利用し、書面議決を行うことで会則変更が可能となるようにしたい。 

 

3) 上記 2点についてグループ討論・発表 

・意見 1・・・免除に対する協力金 1,000円は安く感じ、三役会の意図とは異なる免除該当当

者が増える懸念あり。PTA役員を引き受けていただくために役員のメリットを増やす、また現

時点であるメリット（託児費用補助等）をもっと周知した方がよいのではないか。 

・意見 2・・・免除に対する協力金 1,000円は安く感じ、3,000円程度が打倒ではないか。オー

プンミーティングのみではメンバーも限られるため、書面議決に賛成。 

・意見 3・・・役員・係をまったくやらないのは不公平を感じる。1,000円をプラスで支払って免

除できるのであれば、やむを得ず協力できない方の気持ちは楽になのではないか。 

・意見 4・・・免除に対する協力金 1,000円は安く感じる。書面議決に賛成。 

あくまで、PTA活動が家庭のご都合でできない方への、救済措置の意味合いが PTA活動

をやらなくてもよいと誤解を招く恐れが極めて高い。 

4) 会長・校長より終わりのことば 

会長より 

・3）の意見を受け、金額については三役会へ持ち帰り要検討とする。 

・学校更新計画について、尾山台小学校は統廃合の該当校になっている。今後、学校運  

営評議会とは別に評議会を作成することを 12月の議会で決定予定にある。 

学校更新計画に対する反対署名は 5177名分集まり、教育委員会に提出済みとなる。 

同じくらいの規模の市に目を向け、よいところを取り込むということも必要である。 

2月または 5月のオープンミーティングに教育委員会の関係者の方々に来ていただき、学

校更新計画についてお話していただく予定にある。 

・先生方の負担軽減、子供たちの将来のためにも保護者が意見を積極的に上げていく必要

があると考える。子供たちのために意識を高く持ち、子供たちの見守り活動等学校に協力で

きることは行っていきたい。 

 

 

 

 

 



   校長より 

・上尾市内の中学校でいじめの重大事案あったことを受け、校内安全の再確認を行った。教

員の数が限られる中、いじめのような問題は見えないところで発生する傾向がある。 

見守り活動という名のもと保護者の方々に学校へ来ていただき、活動を見てもらう（一緒に遊

んだり、掃除のお手伝い等も可能）、加えて、いろいろな目をもつことで早い段階で問題の芽

を摘むきっかけとなることを望んでいる。 

・更新計画については単学級が 5年続くと統廃合の対象となる。5月に行われる説明会の際

は皆さんの意見を言う好機となると捉えている。 

 


